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○越前町電動式生ごみ処理機購入事業補助金交付要綱  

平成２５年１２月 ２４日  

告示第３７号  

（趣旨）  

第１条  この告示は、家庭から排出される生ごみを自 家処理することに

より、生ごみの減量化及び再資源化を図るため、家庭 用電動式生ごみ

処理機（以下「処理機」という。）を購入し設置する 者に対する電動

式生ごみ処理機購入事業補助金（以下「補助金」とい う。）の交付に

関し、越前町補助金等交付規則（平成１７年越前町規 則第３１号。以

下「規則」という。）の定めるもののほか、必要な事 項を定めるもの

とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において「処理機」とは、温風等で 生ごみを乾燥させ

ることにより減量化する処理機及び微生物等を利用し て生ごみを発酵

させ分解することにより、生ごみの減量化又は堆肥化 させる電気式の

機能を有する処理機（ディスポーザー型（生ごみを粉 砕して下水に流

すもの。）の機器を除く。）をいう。  

（補助対象）  

第３条  補助金の交付を受けることのできる者は、次 の要件を満たす者

とする。  

（１）  町内に住所を有し、かつ、居住する個人  

（２）  町税等の納付状況を税務担当課に照会し、滞 納が無い者  

（３）  町内の販売店から処理機を購入し、適切に管 理できる者  

（４）  減量化又は堆肥化された生ごみを自己の責任 において処理で

きる者  

（５）  処理機の使用状況についてのアンケートに協 力できる者  

２  補助対象となる処理機の個数は１世帯（同居世帯は １世帯とする。）

１台までとする。  

（補助金額）  
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第４条  補助金の額は、処理機１台につき購入金額（ 消費税相当額を含

む。）の３分の２とし、その限度額は４０，０００円 とする。  

２  前項の規定による補助金の額に１，０００円未満 の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。  

（交付申請）  

第５条  補助金の交付決定を受けようとするものは、 越前町電動式生ご

み処理機購入事業補助金交付申請書（様式第１号。以 下「申請書」と

いう。）により、町長に申請しなければならない。  

（交付決定）  

第６条  町長は、前条に規定する申請書を受理したと きは、その内容を

審査し、その適否について、越前町電動式生ごみ処理 機購入事業補助

金交付決定通知書（様式第２号。以下「交付決定通知 」という。）に

より、申請者に通知する。  

（実績報告）  

第７条  補助金の交付決定通知を受けた者が、処理機 を設置し事業を完

了させたときは、町長に対し、越前町電動式生ごみ処 理購入事業補助

金完了実績報告書（様式第３号。以下「実績報告書」 という。）を提

出しなければならない。  

（補助金の額の確定）  

第８条  町長は、実績報告書を確認したときは、補助 金の額を確定し、

越前町電動生ごみ処理機購入事業補助金交付額確定通 知書（様式第４

号）により申請者に通知する。  

（補助金の請求）  

第９条  町長は、越前町電動式生ごみ処理機購入事業 補助金交付請求書

（様式第５号）の提出があったときは、補助金を交付する ものとする。  

（補助金の決定の取り消し及び返還）  

第１０条  町長は、次の各号のいずれかに該当すると きは、補助金の決

定を取り消し、返還させることができる。  

（１）  この要綱の規定に違反したとき。  
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（２） 虚偽の申請その他不正手段により補助金の交付 を受けたとき。 

（３）  転売行為、又は返品等を行ったとき。  

（財産処分の制限）  

第１１条  補助金の交付を受けた者は、補助金の目的 に反して使用、譲

渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。  

（台帳の整備）  

第１２条  町長は、補助金の交付の状況を明らかにす るため、越前町電

動式生ごみ処理機購入事業補助金交付台帳（様式第６ 号）を備えなけ

ればならない。  

（その他）  

第１３条  この告示に定めるもののほか、必要な事項 は別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、平成２６年４月１日から施行する。  

（この告示の失効）  

２  この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力 を失う。ただし、

同日以前にこの告示の規定により、既になされた交付 申請に係る補助

金の交付については、同日後も、なおその効力を有す る。  

附  則（平成２９年３月２８日告示第４号）  

この告示は、公布の日から施行する。  

附  則（令和２年３月１６日告示第５号）  

この告示は、公布の日から施行する。  

附  則（令和３年３月２６日告示第１号）  

この告示は、令和３年４月１日から施行する。  

附  則（令和４年３月３０日告示第２３号）  

この告示は、公布の日から施行する。  

附  則（令和４年１２月１日告示第６０号）  

この告示は、令和４年１２月１日から施行する。  

附  則（令和５年３月３１日告示第２号）  
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この告示は、令和５年４月１日から施行する。  

附  則（令和６年３月２５日告示第７号）  

この告示は、公布の日から施行する。  
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様式第１号（第５条関係）  

様式第２号（第６条関係）  

様式第３号（第７条関係）  

様式第４号（第８条関係）  

様式第５号（第９条関係）  

様式第６号（第１２条関係）  

 


